
令和８年度「データ利活用人材育成・確保事業」業務委託に係る企画コンペ審査基準

※評価点の合計が６５％以上の者のみを選定基準の対象とする。

審 査 項 目 審 査 基 準 配 点

講座の企画運営

カリキュラム案の妥当性

・仕様書中の「第２ 定義」に記載しているデータ利活用人材の育成が実現できる内容になっているか。

・県内企業等でデータ利活用を推進する人材が育成できる内容となっているか。

・統計学やデータサイエンスの知識がない者でも受講できる内容になっているか。

・統計学やデータサイエンスの基礎知識の習得に留まらず、学習意欲に応じて実用的な内容まで学べるカリキュラムになっているか。

・開催方式（コンテンツの提供方法、スケジュール）は、受講者が参加しやすいものになっているか。

・受講者に教材費等の自己負担を求める場合は、適切な負担内容となっているか。

・自学自習等により受講者が更なるレベルアップを図ることができる内容となっているか。
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効果的な講座運営

・受講者の修了に繋がる効果的な講座運営、受講環境の確保、欠席者に対する動画提供や学習が遅れている受講者への支援等、受講者へのサポー

トが実現できているか。

・受講者同士が励まし合い、受講者自らが意欲的に学習に取り組む工夫があるか。

・当事業と類似の事業を実施した実績のある講師を配置しているか。
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参加者の募集・広報

・県民、県内企業に広く周知できる提案になっているか、県内の関係団体等と連携した事業広報が実現できるか。

・適切なターゲット層を設定し、その層に関心を惹く提案になっているか、受講意欲を駆り立てる広報が実現できるか。

・受講者希望者向け説明会は、講座の参加意欲を掻き立てる内容になっているか、また、オンラインでの提供も含め、希望者が参加しやすい提供

方法になっているか。

・受講者の選考を行う場合の体制が十分に構築されており、効果的に選考を行う工夫があるか。
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説明会の企画運営
・仕様書中の提供内容を満たした体験講座内容、参加希望者が参加しやすい提供方法がとられているか。

・オンラインコミュニティの形成により、参加者が継続的に学習できる工夫があるか。
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講座受講生のサポート
・受講者からの講義内容に関する質問を受け付ける相談窓口を設置し、受講者同士で意見を共有できる場の作成等、受講者が効果的に学習できる

サポート体制が構築できているか。
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実施体制
・事業の実施体制は十分か。

・当事業を実施するために必要な体制（個人情報保護の対応等も含む）が構築できているか。
15

事業経費
・事業経費の配分は適切か。

・経費の積算は企画内容に対して妥当か。
10

合 計 200


